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(57)【要約】
【課題】コストアップを抑え、かつ、実装工程での不良
原因の解析が確実に行うことのできる実装不良解析シス
テムを得る。
【解決手段】画像データ管理装置２１は、基板の枚葉毎
に実装面の各工程作業状態を撮像した基板表面状態画像
データ３１を記録する。実装不良解析装置２２は、外観
検査工程１４から、任意の基板に対する不良箇所の通知
を受けた場合、基板の各工程作業状態の画像データを画
像データ管理装置２１から取得し、不良箇所の発生した
工程の画像を起点としてその工程より前の工程の作業状
態の画像から不良原因の解析を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の枚葉毎に実装面の各工程作業状態を撮像したデータを記録する画像記録装置と、
　任意の基板に対する不良箇所の通知を受けた場合、当該基板の各工程作業状態の画像デ
ータを前記画像記録装置から取得し、前記不良箇所の発生した工程の画像を起点として当
該工程より前の工程の作業状態の画像から不良原因の解析を行う実装不良解析装置を備え
たことを特徴とする実装不良解析システム。
【請求項２】
　各工程は表面実装工程であることを特徴とする請求項１記載の実装不良解析システム。
【請求項３】
　各工程は挿入実装工程であることを特徴とする請求項１記載の実装不良解析システム。
【請求項４】
　基板の枚葉毎に実装面の各工程作業状態を撮像したデータを記録する画像記録装置と、
　各工程の画像データと時間的に直近の基板の同じ工程の画像データとの差分に基づいて
、各工程が正常であるか異常であるかを示す状態表示を行う工程異常モニタリング装置と
を備えたことを特徴とする工程異常モニタリングシステム。
【請求項５】
　各工程は表面実装工程であることを特徴とする請求項４記載の工程異常モニタリングシ
ステム。
【請求項６】
　各工程は挿入実装工程であることを特徴とする請求項４記載の工程異常モニタリングシ
ステム。
【請求項７】
　製品毎に当該製品を構成する要素の工程作業状態を撮像したデータを記録する画像記録
装置と、
　各工程の画像データと時間的に直近の製品の同じ工程の画像データとの差分に基づいて
、各工程が正常であるか異常であるかを示す状態表示を行う工程異常モニタリング装置と
を備えたことを特徴とする工程異常モニタリングシステム。
【請求項８】
　工程異常モニタリング装置は、何れかの工程が異常であると判定した場合、当該工程が
異常であることを示す表示を行うことを特徴とする請求項４から請求項７のうちのいずれ
か１項記載の工程異常モニタリングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばプリント基板の実装工程における実装不良を解析する実装不良解析シ
ステム、及び、実装工程における異常をモニタリングする工程異常モニタリングシステム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、リフローはんだ付けを行う面付け実装工程は、ソルダペースト印刷、ボンド塗
布、部品搭載、リフロー加熱、はんだ付け検査といった工程から構成されており、これら
工程を行う装置をベルトコンベアで接続しライン化して無人化を図る場合が多い。また、
両面に実装を行うのでラインを２回通って完成する。各工程が無人化であるため、実際、
製品不適合品が発生してもどのような状態で組立られ、組立工程条件のばらつきが発生し
ていたのか判らないことから、不適合品発生の原因を特定する作業が難航することが多い
。
【０００３】
　そこで、これらの対策として、例えば特許文献１に示すように、紙や樹脂等のラベルに
シリアルナンバーのバーコードを印刷して貼り付けることにより、部品ロット番号や実装
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記録の管理に使用する方法があった。また、特許文献２に示すように、接着剤を基板表面
に塗布し、その数と塗布位置でコード化を行い、製造ロット情報や組立情報を表示する方
法があった。更に、特許文献３に示すように、面付け実装基板に印刷した文字コードに実
装面（表、裏面またはＡ、Ｂ面）を区別できるコードを付加する枚葉認識コードを使用し
、枚葉毎に各実装面のプロセス条件、すなわち作業日時、実装設備やライン番号、クリー
ムはんだの印刷状態、部品搭載精度、リフロ温度プロファイル等の製造来歴データを記録
する手段と、はんだリフロー後の不良箇所や不良内容の検査データを、枚葉毎、各実装面
毎に記録する手段を用いる方法があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－１７０７７４号公報
【特許文献２】特開平２－５８２９１号公報
【特許文献３】特開平５－１０８８４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の従来技術において、バーコードラベルを用いる場合、温度や湿度
の影響、例えばはんだ付けによる高温状態等で変色したり剥がれたりすると読み取りがで
きないといった問題がある。これを補うため耐温湿度に優れたラベルが実用化されている
が、この場合はコストがアップするという問題があった。
　また、接着剤は枚葉でシリアルナンバー.を塗布する制御が複雑であり、塗布量の多少
でコードの読み取りミスが発生することがある。また塗布後に接着剤を紫外線や熱で硬化
させる工程を追加する必要があり、この場合もコストアップにつながるという問題点があ
った。
　さらに、実装面（表、裏面またはＡ、Ｂ面）を区別できるコードを付加する枚葉認識コ
ードを使用する場合、格納されているデータを抽出するのに手間がかかり、品質改善には
実際的でない。また、枚葉毎の各実装面のプロセス条件だけでは、各工程で実際にどのよ
うなことが発生していて、不適合品を発生させていたのかが分からず、不良発生原因の特
定が難しいという問題があった。
【０００６】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、コストアップを抑え、
かつ、実装工程での不良原因の解析が確実に行うことのできる実装不良解析システム及び
工程異常モニタリングシステムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る実装不良解析システムは、基板の枚葉毎に実装面の各工程作業状態を撮
像したデータを記録する画像記録装置と、任意の基板に対する不良箇所の通知を受けた場
合、基板の各工程作業状態の画像データを画像記録装置から取得し、不良箇所の発生した
工程の画像を起点としてその工程より前の工程の作業状態の画像から不良原因の解析を行
う実装不良解析装置を備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明の実装不良解析システムは、任意の基板に対する不良箇所の通知を受けた場合
、不良箇所の発生した工程の画像を起点としてその工程より前の工程の作業状態の画像か
ら不良原因の解析を行うようにしたので、コストアップを抑え、かつ、実装工程での不良
原因の解析を確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施の形態１による実装不良解析システムを示す構成図である。
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【図２】この発明の実施の形態１の実装不良解析システムのソルダペースト印刷工程にお
ける作業フローに対する撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図３】この発明の実施の形態１の実装不良解析システムのボンド塗布工程における作業
フローに対する撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図４】この発明の実施の形態１の実装不良解析システムの部品搭載工程における作業フ
ローに対する撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図５】この発明の実施の形態１の実装不良解析システムのリフロー加熱工程における作
業フローに対する撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図６】この発明の実施の形態１の実装不良解析システムの外観検査工程における作業フ
ローに対する不良箇所の撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図７】この発明の実施の形態１の実装不良解析システムのソルダペースト印刷工程～外
観検査工程で送出されたデータ格納形式を示す説明図である。
【図８】この発明の実施の形態２による実装不良解析システムを示す構成図である。
【図９】この発明の実施の形態２の実装不良解析システムの部品挿入工程における作業フ
ローに対する撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態２の実装不良解析システムのポストフラックス塗布工程
における作業フローに対する撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である
。
【図１１】この発明の実施の形態２の実装不良解析システムのフローはんだ付け工程にお
ける作業フローに対する撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図１２】この発明の実施の形態２の実装不良解析システムの外観検査工程における作業
フローに対する不良箇所の撮像データの取得タイミング及び転送先を示す説明図である。
【図１３】この発明の実施の形態２の実装不良解析システムの部品挿入工程～外観検査工
程で送出されたデータ格納形式を示す説明図である。
【図１４】この発明の実施の形態３による工程異常モニタリングシステムを示す構成図で
ある。
【図１５】この発明の実施の形態３の工程異常モニタリングシステムのソルダペースト印
刷工程における工程異常判定を示すフローチャートである。
【図１６】この発明の実施の形態４による工程異常モニタリングシステムを示す構成図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１による実装不良解析システムを示す構成図である。
　図１に示す実装不良解析システムは、表面実装工程に適用した場合を示すものであり、
各製造工程は、ソルダペースト印刷工程１０、ボンド塗布工程１１、部品搭載工程１２、
リフロー加熱工程１３、外観検査工程１４からなる。ここで、ソルダペースト印刷工程１
０は、プリント基板にソルダペースト印刷を行う作業工程であり、ボンド塗布工程１１は
ボンド塗布を行う作業工程である。部品搭載工程１２は、小型チップ部品やＱＦＰ等のフ
ラットパッケージＩＣを搭載する作業工程である。リフロー加熱工程１３は、リフローは
んだを行う作業工程である。外観検査工程１４は、はんだ付け検査を行う作業工程である
。また、これらソルダペースト印刷工程１０～外観検査工程１４のそれぞれには、作業状
態を撮像するための画像取得手段（図１ではその図示を省略している）が設けられている
。
【００１１】
　このような表面実装工程に適用する実装不良解析システムは、画像データ管理装置２１
と実装不良解析装置２２とからなる。画像データ管理装置２１は、パーソナルコンピュー
タ（ＰＣ）からなるもので、ソルダペースト印刷工程１０～リフロー加熱工程１３のそれ
ぞれにおける作業状態を撮像した画像を取得し、保存するための画像記録装置である。ま
た、実装不良解析装置２２は、外観検査工程１４から不良箇所情報を受け取った場合、不
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良箇所の通知を受けた基板の各工程作業状態の画像データを画像データ管理装置２１から
取得し、不良箇所の発生した工程の画像を起点としてその工程より前の工程の作業状態の
画像から不良原因の解析を行う装置である。
【００１２】
　図２は、ソルダペースト印刷工程における作業フローに対する撮像データの取得タイミ
ング及び転送先を示している。作業前の基板表面状態及び作業後の基板表面状態を撮像し
、これを基板表面状態画像データ３１としてＰＣ（画像データ管理装置２１）に転送する
。
【００１３】
　図３は、ボンド塗布工程における作業フローに対する撮像データの取得タイミング及び
転送先を示している。作業前の基板表面状態、作業中の作業部分の基板表面状態及び作業
後の基板表面状態を撮像し、基板表面状態画像データ３１として画像データ管理装置２１
へ順次転送する。
【００１４】
　図４は、部品搭載工程における作業フローに対する撮像データの取得タイミング及び転
送先を示している。作業前の基板表面状態、作業中の作業部分の基板表面状態及び作業後
の基板表面状態を撮像し、基板表面状態画像データ３１として画像データ管理装置２１へ
順次転送する。
【００１５】
　図５は、リフロー加熱工程における作業フローに対する撮像データの取得タイミング及
び転送先を示している。加熱前の基板表裏面状態及び作業後の基板表裏面状態画像を撮像
し、基板表面状態画像データ３１として画像データ管理装置２１へ順次転送する。
【００１６】
　このように、ソルダペースト印刷工程からリフロー加熱工程までの製造工程において、
投入される基板枚葉毎に状態を撮像し、それぞれの基板表面状態画像データ３１を画像デ
ータ管理装置２１へ順次転送する。画像データ管理装置２１では、それぞれの基板表面状
態画像データ３１を、ライン投入順の基板としてデータ格納する。
【００１７】
　図６は、外観検査工程における作業フローに対する不良箇所の撮像データの取得タイミ
ング及び転送先を示している。どの部分が不良であるかを示す不良箇所情報３２と不良箇
所の画像を示す不良箇所画像データ３３を実装不良解析装置２２へ送付する。
　図７は、ソルダペースト印刷工程１０～外観検査工程１４で送出されたデータ格納形式
を示す説明図である。例えば、ソルダペースト印刷では「印刷前」と「印刷後」といった
ように、図７に示す各工程のデータは、図２～図６で説明した画像データ管理装置２１へ
の転送データや実装不良解析装置２２へのデータに対応したものである。
【００１８】
　実装不良解析装置２２は、外観検査結果の不良箇所画像データ３３に対して、前工程の
工作状態を確認し、不良発生原因を早期に特定する。その解析方法としては、外観検査結
果の不良箇所画像データ３３を起点として、その基板に対する各工程で撮像した画像デー
タを表示し、製作した製造プロセスの妥当性を確認するものである。
【００１９】
　このように、本実施の形態の実装不良解析システムでは、製造ライン上での解析システ
ムであるため、特に基板単体へのシリアル番号等、個体認識のための識別コードを必要と
しない。
【００２０】
　以上のように、実施の形態１の実装不良解析システムによれば、基板の枚葉毎に表面実
装工程における実装面の各工程作業状態を撮像したデータを記録する画像記録装置と、任
意の基板に対する不良箇所の通知を受けた場合、基板の各工程作業状態の画像データを画
像記録装置から取得し、不良箇所の発生した工程の画像を起点としてその工程より前の工
程の作業状態の画像から不良原因の解析を行う実装不良解析装置を備えたので、表面実装
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の実装面毎に独立して不良内容の分析やその原因を解析することが可能となる。すなわち
実装工程の設備診断や異常の発見および枚葉毎の製造プロセス条件の妥当性を製造した後
からの検証を含む不良原因の分析が可能となり、不良原因の解析が容易に行え、品質向上
に資することができる。
【００２１】
実施の形態２．
　実施の形態２は、本発明の実装不良解析システムを挿入実装工程に適用した例を示すも
のである。
　図８は、実施の形態２における実装不良解析システムを示す構成図である。
　実施の形態２の実装不良解析システムが適用される製造工程では、部品挿入工程１５、
ポストフラックス塗布工程１６、フローはんだ付け工程１７、外観検査工程１８からなる
。部品挿入工程１５は、挿入型電子部品を基板に挿入する工程である。ポストフラックス
塗布工程１６は、ポストフラックスを実装面に塗布する工程である。フローはんだ付け工
程１７は、フローはんだ付けを行う工程である。外観検査工程１８は、はんだ付けが正常
に行われているかといった不良箇所の有無を検査する工程である。また、それぞれの工程
には実施の形態１と同様にそれぞれの作業状態を撮像するための画像取得手段（図示省略
）が設けられている。
【００２２】
　このような挿入実装工程に適用する実装不良解析システムは、画像データ管理装置２１
と実装不良解析装置２２とを備えており、これらの基本的な機能は実施の形態１における
画像データ管理装置２１及び実装不良解析装置２２と同様である。
【００２３】
　各製造工程では、作業状態を撮像した画像を、画像データ管理装置２１へ順次転送する
。
　図９は、部品挿入工程１５における作業フローに対する撮像データの取得タイミング及
び転送先を示している。図示のように、作業前の基板表面状態、作業中の作業部分の基板
表面状態及び作業後の基板表面状態を撮像し、それぞれを基板表面状態画像データ３１と
して画像データ管理装置２１に転送する。
【００２４】
　図１０は、ポストフラックス塗布工程１６における作業フローに対する撮像データの取
得タイミング及び転送先を示している。作業前の基板表面状態、作業中の作業部分の基板
表面状態及び作業後の基板表面状態を撮像し、基板表面状態画像データ３１として画像デ
ータ管理装置２１へ順次転送する。
【００２５】
　図１１は、フローはんだ付け工程１７における作業フローに対する撮像データの取得タ
イミング及び転送先を示している。作業前の基板表面状態、作業中の作業部分の基板表面
状態及び作業後の基板表面状態を撮像し、基板表面状態画像データ３１として画像データ
管理装置２１へ順次転送する。
【００２６】
　このように、部品挿入工程１５からフローはんだ付け工程１７までの製造工程において
、投入される基板枚葉毎に状態を撮像し、基板表面状態画像データ３１を画像データ管理
装置２１へ順次転送する。
　画像データ管理装置２１では、各工程での基板表面状態画像データ３１をライン投入順
の基板としてデータ格納する。
【００２７】
　図１２は、外観検査工程１８における作業フローに対する不良箇所の撮像データの取得
タイミング及び転送先を示している。外観検査工程１８では、実施の形態１の外観検査工
程１４と同様に、どの部分が不良であるかを示す不良箇所情報３２と不良箇所の画像を示
す不良箇所画像データ３３を実装不良解析装置２２へ送付する。
　図１３は、部品挿入工程１５～外観検査工程１８で送出されたデータ格納形式を示す説
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明図である。各工程のデータは、図９～図１２で説明した画像データ管理装置２１への転
送データや実装不良解析装置２２へのデータに対応したものである。
【００２８】
　実装不良解析装置２２は、外観検査結果の不良箇所画像データ３３に対して、前工程の
工作状態を確認し、不良発生原因を早期に特定する。その解析方法としては、外観検査結
果の不良箇所画像データ３３を起点として、その基板に対する各工程で撮像した画像デー
タを表示し、製作した製造プロセスの妥当性を確認するものである。
【００２９】
　このように、本実施の形態の実装不良解析システムでは、製造ライン上での解析システ
ムであるため、特に基板単体へのシリアル番号等、個体認識のための識別コードを必要と
しない。
【００３０】
　以上のように、実施の形態２の実装不良解析システムによれば、基板の枚葉毎に挿入実
装工程における実装面の各工程作業状態を撮像したデータを記録する画像記録装置と、任
意の基板に対する不良箇所の通知を受けた場合、基板の各工程作業状態の画像データを画
像記録装置から取得し、不良箇所の発生した工程の画像を起点としてその工程より前の工
程の作業状態の画像から不良原因の解析を行う実装不良解析装置を備えたので、挿入実装
の実装面毎に独立して不良内容の分析やその原因を解析することが可能となる。すなわち
実装工程の設備診断や異常の発見および枚葉毎の製造プロセス条件の妥当性を製造した後
からの検証を含む不良原因の分析が可能となり、不良原因の解析が容易に行え、品質向上
に資することができる。
【００３１】
実施の形態３．
　図１４は、実施の形態３の工程異常モニタリングシステムを示す構成図である。
　実施の形態３の工程異常モニタリングシステムは、各工程において、枚葉毎に直前に生
産した基板での作業状態と比較検査する自工程完結型の表面実装工程用工程異常モニタリ
ングシステムである。
　図１４において、ソルダペースト印刷工程１０～外観検査工程１４と画像データ管理装
置２１の構成は、実施の形態１と同様である。また、工程異常モニタリング装置２３は、
各工程の画像データと時間的に直近の基板の同じ工程の画像データとの差分に基づいて、
各工程が正常であるか異常であるかを示す状態表示を行う装置である。
【００３２】
　図１５は、一例としてソルダペースト印刷工程１０における工程異常判定についてフロ
ーを示している。
　基板が搬入されると、印刷前の基板の印刷表面画像を撮像し（ステップＳＴ１）、基板
表面状態画像データ３１として画像データ管理装置２１に転送する（ステップＳＴ２）。
画像データ管理装置２１では、受け取った画像を工程異常モニタリング装置２３に作業状
態撮像画像データ４１（図１４参照）として転送する（ステップＳＴ３）。これにより、
工程異常モニタリング装置２３は、画像データ管理装置２１に対して、同じ工程で一つ前
の基板（ソルダペースト印刷を一つ前に行った基板）における作業前状態の画像を要求す
る（ステップＳＴ４）。図１４において、要求データ４２がこれを示している。
【００３３】
　工程異常モニタリング装置２３は、画像データ管理装置２１より、一つ前の基板の作業
前状態画像を応答データ４３として入手すると（ステップＳＴ５）、これら画像の差分を
比較する（ステップＳＴ６）。差分比較の結果、予め定められた基準値を超える値であっ
た場合は、工程異常表示を行い（ステップＳＴ７）、また、基準値以内であった場合は工
程正常表示を行う（ステップＳＴ８）。尚、差分の比較は撮像画面内の２値化処理や濃淡
処理、および正規化相関法によるパターンサーチを用いる。また、ステップＳＴ７におけ
る工程異常表示としては、ディスプレイにおけるメッセージ表示やブザー鳴動といった方
法、あるいはエラー発呼であってもよい。
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【００３４】
　同様に、基板への印刷が行われると、印刷後の基板の印刷表面画像を撮像し（ステップ
ＳＴ９）、基板表面状態画像データ３１として画像データ管理装置２１に転送される（ス
テップＳＴ１１）。以降のステップＳＴ１２～ステップＳＴ１６の処理も上記のステップ
ＳＴ４～ステップＳＴ８と同様である。
【００３５】
　このように、今生産している基板の作業状態の撮像した画像と、先に流れた基板の作業
状態の撮像した画像との差分を比較することで工程内異常のモニタリングを行うことがで
きる。
　この実施の形態３においても、製造ライン上でのモニタリングシステムであるため、特
に基板単体へのシリアル番号等、個体認識のための識別コードを必要としない。
【００３６】
　以上のように、実施の形態３の工程異常モニタリングシステムによれば、基板の枚葉毎
に実装面の各工程作業状態を撮像したデータを記録する画像記録装置と、各工程の画像デ
ータと時間的に直近の基板の同じ工程の画像データとの差分に基づいて、各工程が正常で
あるか異常であるかを示す状態表示を行う工程異常モニタリング装置とを備えたので、実
装面毎に独立して不良内容の分析やその原因を解析することが可能となる。すなわち実装
工程の設備診断や異常の発見および枚葉毎の製造プロセス条件の妥当性を製造した後から
の検証を含む不良原因の分析が可能となり、不良原因の解析が容易に行え、品質向上に資
することができる。
【００３７】
　また、実施の形態３の工程異常モニタリングシステムによれば、各工程は表面実装工程
としたので、表面実装の実装面毎に独立して不良内容の分析やその原因を解析することが
できる。
【００３８】
　また、実施の形態３の工程異常モニタリングシステムによれば、工程異常モニタリング
装置は、何れかの工程が異常であると判定した場合、その工程が異常であることを示す表
示を行うようにしたので、容易かつ確実に不良が発生した工程を知ることができる。
【００３９】
実施の形態４．
　図１６は、実施の形態４の工程異常モニタリングシステムを示す構成図である。
　実施の形態４の工程異常モニタリングシステムは、挿入実装工程に適用した自工程完結
型の挿入実装工程用工程異常モニタリングシステムとして例を示すものである。図中、部
品挿入工程１５～外観検査工程１８及び画像データ管理装置２１の構成は、図８に示した
実施の形態２と同様である。また、工程異常モニタリング装置２３は、実施の形態３と同
様に、各工程の画像データと時間的に直近の基板の同じ工程の画像データとの差分に基づ
いて、各工程が正常であるか異常であるかを示す状態表示を行う装置である。
【００４０】
　動作においては、実施の形態３の図１５で示したフローと同様に、今生産している基板
の作業状態を撮像した画像と、先に流れた基板の同じ工程の作業状態を撮像した画像との
差分を比較する。これにより、挿入実装工程に適用した場合でも実施の形態３と同様に工
程異常をモニタリングすることができる。
【００４１】
　以上のように、実施の形態４の工程異常モニタリングシステムによれば、各工程は挿入
実装工程としたので、挿入実装の実装面毎に独立して不良内容の分析やその原因を解析す
ることができる。
【００４２】
　尚、実施の形態３，４では、工程異常モニタリングシステムをプリント基板における作
業工程に対して適用した場合を説明したが、製品の作業工程に対して適用してもよい。す
なわち、製品毎にその製品を構成する要素の工程作業状態を撮像したデータを記録する画
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像記録装置と、各工程の画像データと時間的に直近の製品の同じ工程の画像データとの差
分に基づいて、各工程が正常であるか異常であるかを示す状態表示を行う工程異常モニタ
リング装置とを備えた工程異常モニタリングシステムとしてもよい。これにより、作業工
程の設備診断や異常の発見および製品毎の製造プロセス条件の妥当性を製造した後からの
検証を含む不良原因の分析が可能となり、不良原因の解析が容易に行え、品質向上に資す
ることができる。
【００４３】
　なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、ある
いは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要
素の省略が可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　ソルダペースト印刷工程、１１　ボンド塗布工程、１２　部品搭載工程、１３　
リフロー加熱工程、１４，１８　外観検査工程、１５　部品挿入工程、１６　ポストフラ
ックス塗布工程、１７　フローはんだ付け工程、２１　画像データ管理装置、２２　実装
不良解析装置、２３　工程異常モニタリング装置、３１　基板表面状態画像データ、３２
　不良箇所情報、３３　不良箇所画像データ、４１　作業状態撮像画像データ、４２　要
求データ、４３　応答データ。
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